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旧北上川、北北上運河や雲雀野海岸などの貴重な水辺空間については、これらを一体的に

活用し、水辺と親しみながら人々が集い、交流し、まちが賑わいを取り戻すまちづくりを目指

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-2 西部都市エリア詳細方針（住宅系）  
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一般住宅地 

まちなか住宅地 

新興住宅地 
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図 7-3 西部都市エリア詳細方針（商業・業務系）  

Ｎ

広域型商業・業務地 

まちなか商業・業務地 

沿道立地型商業・業務地 

内陸型工業・業務地 

臨海型工業・業務地 




